
●平成２８年度　就学援助実施状況

課税所得等
の分類

基準額の時
期
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埼玉県 さいたま市
さいたま市教育委員会　学校教育部
学事課　教育費支援係 048-829-1647

http://www.city.saitama.jp/003/002
/003/p000694.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.2 課税所得 3年前の年度 366

・火災,風水害の罹災により学用品,通学用品等に不自由している
者
・特別な事由により,教育的配慮として就学援助を必要とすると校
長が認めた者
・失業,転職等により家計が急変した者

15%未満

埼玉県 川越市 教育総務部教育財務課財務担当 049-224-6084

http://www.city.kawagoe.saitama.jp/
kosodatekyoiku/teate_jose/sonota/2
7syuugakuennjyo.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 その他 387

25年4月の基準をふまえて認定する

20%未満

埼玉県 熊谷市 教育委員会教育総務課 048-524-1111 http://www.city.kumagaya.lg.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 課税所得 その他 270

平成24年12月末現在の生活保護基準を使用

15%未満

埼玉県 川口市 学校教育部指導課 048-259-7663
http://www.city.kawaguchi.lg.jp/kbn
/72050002/72050002.html ○ 1.3 課税所得 3年前の年度 386 20%未満

埼玉県 行田市 教育総務課 048-556-8311
http://www.city.gyoda.lg.jp/40/01/1
0/syugakuennzyo.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 その他 その他 360

他の基準の場合で,病気又は災害等の理由で学用品等の経費
負担が困難と認められるもの

【課税所得等の分類】特別支援教育就学奨励費の需要
額算定に用いる保護基準額
【基準額の時期】平成24年12月末日

15%未満

埼玉県 秩父市 教育委員会事務局 学校教育課 0494-25-5228 http://www.city.chichibu.lg.jp/ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 3年前の年度 304 10%未満

埼玉県 所沢市 教育総務部　教育総務課 04-2998-9232

http://www.city.tokorozawa.saitama.
jp/kosodatekyouiku/kosodate/kodo
monoteate/shuugakuenjo.html ○ 1.3 課税所得 前年度 335 20%未満

埼玉県 飯能市 飯能市教育委員会学校教育課 042-973-3018
http://www.city.hanno.saitama.jp/00
00000223.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 その他 227

平成２４年１２月末現在の生活保護基準を使用している。

15%未満

埼玉県 加須市 学校教育部学校教育課 0480-62-1111 http://www.city.kazo.lg.jp/ ○ 1.3 課税所得 3年前の年度 299 15%未満

埼玉県 本庄市 本庄市教育委員会学校教育課 0495-25-1149 http://www.city.honjo.lg.jp/ ○ ○ ○ ○ 1.29 課税所得 3年前の年度 285 15%未満

埼玉県 東松山市 教育部学校教育課 0493-23-2221(代表)
http://www.city.higashimatsuyama.lg
.jp/ ○ 1.3 課税所得 前々年度 316 20%未満

埼玉県 春日部市 学校教育部　学務課 048-763-2447

https://www.city.kasukabe.lg.jp/kos
odate_kyoiku/kyouiku/shuugakuenjo
/seido.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 前年度 330

・中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国
残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による
支援給付を受けている者
・学校長の意見により援助が必要であると認められる者

20%未満

埼玉県 狭山市 学務課 04-2953-1111(内線5656)
https://www.city.sayama.saitama.jp/
kosodate/josei/syugakuenjo.html ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 前年度 292 15%未満

埼玉県 羽生市 埼玉県羽生市教育委員会教育総務課 048-561-1121 http://www.city.hanyu.lg.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.5 課税所得 3年前の年度 350 15%未満

埼玉県 鴻巣市 学校教育部学務課 048-541-1321 http://www.city.kounosu.saitama.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 その他 3年前の年度 316
総所得額

10%未満

埼玉県 深谷市 教育総務課 048-574-5811 http://www.city.fukaya.saitama.jp/ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 前々年度 304 15%未満

埼玉県 上尾市
上尾市教育委員会　学校教育部　学務
課 048-775-9604

http://www.city.ageo.lg.jp/site/iinkai
/73-enjyo.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 その他 前々年度 309

・「課税所得等の分類」は,世帯総所得金額を用いる
・前年度または今年度において「ア,イ,ウ,エ,オ,カ,ケ,コ,セ」
のいずれかに該当する場合,生活保護基準に掛ける係数
を1.5倍とする

10%未満

埼玉県 草加市 教育総務部　学務課 048-922-2674
http://www.city.soka.saimata.jp/con
t/s2102/a01/a01/support.html ○ ○ ○ 1.3 課税所得 前年度 368 15%未満

埼玉県 越谷市 学校教育部学務課 048-963-9281

http://www.city.koshigaya.saitama.jp
/kurashi/kosodate/syotyugakkou/sh
ugakuenjyo.html ○ 1.3 課税所得 その他 334

基準額は,本市においては前年１２月末日現在のものを
使用することとなっていますが,平成２８年度については平
成２５年８月の「生活扶助基準の見直し」の影響が出ない
ように,引き下げ前の平成２４年１２月末日現在の基準を
使用しています。

20%未満

埼玉県 蕨市 教育委員会　教育部学校教育課 048-433-7728

http://www.city.warabi.saitama.jp/h
p/page000001600/hpg000001582.ht
m ○ 1.3 課税所得 前年度 338

目安額について：住居が持ち家であれば338万円,賃貸で
あれば家賃額が上限の場合412万円

15%未満

埼玉県 戸田市 教育委員会学務課 048-441-1800

http://www.city.toda.saitama.jp/sos
hiki/372/kyo-gakumu-
syuugakuenzyo.html ○ ○ ○ 1.3 その他 その他 370

【課税所得等の分類】特別支援教育就学奨励費の需要
額算定に用いる保護基準額
【基準額の時期】平成24年12月末日 20%未満

埼玉県 入間市
入間市教育委員会　教育部　学校教育
課　学事保健担当 04-2964-1111(内線4146) http://www.city.iruma.saitama.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 前々年度 321

・保護者が突然の解雇等により失業したため,現在の所得状況が
昨年と著しく相違し,経済的に困難な状況にあるもの
・その他,教育長が特に援助を必要と認めるもの

15%未満

埼玉県 朝霞市 教育管理課 048-463-0793
http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/
37/shuugakuennjyoseido.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 前々年度 340 15%未満

埼玉県 志木市 教育政策部教育総務課 048-473-1111 http://www.city.shiki.lg.jp/ ○ 1.3 課税所得 3年前の年度 327 20%未満

埼玉県 和光市
和光市教育委員会学校教育課　学務
担当 048-464-1111(内線2429)

http://210.129.51.85/home/kyoiku/
gakkou/syoutyuu/kyo_2_6.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 3年前の年度 414 10%未満

埼玉県 新座市
埼玉県新座市教育委員会学校教育部
学務課 048-477-6869

http://www.city.niiza.lg.jp/soshiki/4
9/syugakuennjyo.html ○ 1.3 その他 当該年度 325

「所得・（非）課税証明書」に記載されている「合計所得金
額」欄を基準としている。

15%未満

埼玉県 桶川市 教育部学務課 048-786-3211 http//www.city.okegawa.lg.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 課税所得 3年前の年度 316 10%未満

埼玉県 久喜市 学務課 0480-85-1111 http://www.city.kuki.lg.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 前々年度 299 15%未満

埼玉県 北本市 学校教育課 048-594-5563 http://www.city.kitamoto.saitama.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 当該年度 280

要件ク・サ・シ・スについては,直接の認定要件とせず,要件ソを満
たしたうえで認定 10%未満

埼玉県 八潮市
八潮市教育委員会教育総務部教育総
務課 048-996-4281 https://www.city.yashio.lg.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 3年前の年度 335 15%未満

埼玉県 富士見市 富士見市教育委員会　学校教育課 049-251-2711

http://www.city.fujimi.saitama.jp/35
miru/01kyouiku/syuuengaku/2010-
0524-1642-141.html ○ 1.3 課税所得 3年前の年度 331 20%未満

埼玉県 三郷市 学校教育部　学務課 048-953-1111 http://www.city.misato.lg.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 223 15%未満

その他（補足事項等）
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○ ○ ○ ○ ○ ○ その他 未定 5月 有
申請書受領月（審査結果は翌月に
通知） ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ ○ ○

学校事務職員向け説明会を実施

その他 5月 6月中旬 有 随時 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ ○

・就学時健康診断時に配布(新小学１年生)
・毎年度の進級時ではなく,10月に配布

その他 前年度の8月 4月 有
申請日の翌月の１日付けで認定。
追加認定は２月末日申請まで。 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ ○
学校事務職員向けに説明会を実施

前年度の3月 4月 有
随時（主に月末）。追加認定は３月
末までとする。 ○ 11,100 ○ 19,900

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
前年度の10
月 6月中旬 有 申請書を受理した翌月の1日 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ その他 基準の設定時期定めていない。 5月初旬 有
毎月月初め,随時。1月末申請まで追
加認定。 ○ 11,420 ○ 26,020 0 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ ○ その他

・要綱等の変更がなければ継続
・要綱等の変更がある場合は予算
策定時 7月 有

・４月１日認定⇒３月～４月１５日申
請分
・当該月の１日付で認定⇒毎月１５
日〆切　※１５日が土日祝の場合は
翌開庁日 ○ ○ 20,470

○ ○ ○ ○ ○ ○
前年度の10
月 6月中旬 有 随時 ○ 15,220 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ ○ ○

現年度の支給者に対して2回目（12月末）の支払い
の通知を送付する際,次年度の案内と申請書をあわ
せて送付

前年度の3月 6月中旬 有 随時 ○ 13,650 12,489 ○ 20,470 20,470

○ ○ ○ ○ ○ ○ 前年度の9月 4月 有 毎月初め。 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○
入学説明会に学校で就学援助制度の書類を配布 前年度の11

月 6月下旬 有 追加認定は２月末申請までとする ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ ○ ○ その他
決裁完了次第
参考：平成２８年度→６月 7月 有

申請月の翌月初め。追加認定は２
月末日申請まで。 ○ 11,420 11,420 ○ 20,470 20,470

○ ○ ○ ○ ○ 前年度の1月 7月 有 当初認定以降毎月 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ ○
前年度の12
月 6月初旬 有 随時 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ ○ ○ 前年度の3月 5月初旬
（４月下旬と5月中旬）

有 随時 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ 前年度の1月 7月 有
随時申請受付（申請月の翌月1日認
定） ○ 9,140 ○ 16,380

○ ○ ○ ○ ○ ○

・各学校の事務担当者を対象とした説明会を実施。
・前年度認定者で,今年度申請がない児童生徒の保
護者に対し,個別に申請案内を送付

前年度の3月 4月 有 年度末まで随時。 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

学校事務職員向け説明会を実施 前年度の12
月 5月下旬 有

教育委員会が申請書を収受した日
の翌月１日付けの認定
最終受付は１月末日 ○ 15,200 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ ○ ○

毎年度,学校事務等担当者説明会を実施

その他 当該年度の6月上旬 6月下旬 有

4月及び5月申請⇒6月下旬（4月1日
認定）
6月1日以降申請（翌1月末日まで）
⇒申請年月の翌月下旬（翌月1日認
定） ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ ○

学校で実施する入学説明会で就学援助制度の書類
を配布し説明

前年度の3月 6月中旬 有
認定時期は,翌月中旬。追加認定は
２月末申請まで。 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ ○ ○ 前年度の2月 4月 有 随時 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ その他 12月中には決定予定 4月 有
随時。追加認定は２月末申請までと
する。 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ ○ ○

・市役所,出張所等に制度案内を配置
・駅前電光掲示板にて案内文を掲載
・学校職員向け制度案内冊子を学校に送付

前年度の1月 6月初旬 有
随時受付し,翌月１日認定。最終受
付は２月末。 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ 前年度の3月 4月 有 随時(翌月１日認定) ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ ○ ○

・各小中学校の4月の学校だよりに就学援助制度に
ついて掲載
・転入時に配付される市の冊子に制度について掲載
・窓口にチラシを設置

その他 要綱による 6月初旬 有 毎月始め随時認定を行っている。 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ ○ ○

各学校のホームページに「就学援助制度」として市の
該当ページへのリンクを掲載

その他 変更なし 5月中旬 有 随時 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ ○

2学期の始めに,全家庭に就学援助制度の案内を配
付した。 前年度の1月 5月中旬 有 申請に基づき随時認定 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ ○ その他 次年度の4月 4月 有 申請月の翌月 ○ 11,420 10,932 ○ 20,470 20,470

○ ○ ○ ○ ○

「保護者向け入学説明会」で制度案内のチラシの配
布 その他 次年度の4月 4月 有 随時 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ ○ 前年度の3月 6月下旬 有 当該年度の2月末まで随時 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ その他 特に定めていない 6月中旬 有
前月２５日までの申請は翌月上旬に
認定 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ ○ ○

事務担当者向け説明会を実施

前年度の3月 6月下旬 有 随時 ○ 11,420 ○ 20,470

学用品費【基準】 【認定】 体育実技用具費 新入学児童生徒学用品費等

Ⅲ　平成28年度準要保護就学援助額

小学校の就学援助額の単価（一人当たり年間支給額）

（１）項目毎の援助額

Ⅱ　就学援助制度の実施について

貴市区町村における就学援助制度の周知方法(複数回答） 就学援助の認定時期等

就学援助制度の周知方法



埼玉県 さいたま市

埼玉県 川越市

埼玉県 熊谷市

埼玉県 川口市

埼玉県 行田市

埼玉県 秩父市

埼玉県 所沢市

埼玉県 飯能市

埼玉県 加須市

埼玉県 本庄市

埼玉県 東松山市

埼玉県 春日部市

埼玉県 狭山市

埼玉県 羽生市

埼玉県 鴻巣市

埼玉県 深谷市

埼玉県 上尾市

埼玉県 草加市

埼玉県 越谷市

埼玉県 蕨市

埼玉県 戸田市

埼玉県 入間市

埼玉県 朝霞市

埼玉県 志木市

埼玉県 和光市

埼玉県 新座市

埼玉県 桶川市

埼玉県 久喜市

埼玉県 北本市

埼玉県 八潮市

埼玉県 富士見市

埼玉県 三郷市

該当団体数

都道府県 市町村名

実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他

0 0 0 9 9 9 49 49 3 8 8 0 1 1 1 1 1 0 28 28 0 33 33 33 1 1 1 11 11 0 42 42 42 7 7 2 12 12 0 44 44 44 2 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0

○ 2,230 ○ 23,150 ○ 21,190 ○ 1,570

○ 2,230 ○ 0 ○ 18,000 ○ 1,550 ○ 3,570 3,562

○ 2,230 ○ 18,000 ○ 1,570 1,570 ○ 3,620 0

○ 2,172 ○ 0 ○ 19,711 ○ 1,510 1,419

○ 2,230 ○ 21,490 21,018 ○ 1,570 1,532 ○ 3,620 0

○ 2,230 ○ 19,000 ○ 2,100 ○ 2,100

○ ○ 19,587 ○ ○ 3,620 3,620

○ ○ 21,490 21,490 ○ ○ 3,620 3,620

○ ○ 21,490 20,247 ○ 1,570 1,545 ○ 3,620 3,570

○ 2,230 ○ 22,000 ○ 1,570 ○ 3,620 2,500

○ 2,230 ○ 21,490 20,164 ○ 1,570 1,453 ○ 3,620 2,710

○ 2,230 2,230 ○ 20,000 ○ 1,570 1,570 ○ 3,620 3,620

○ 2,230 ○ 21,490 ○ 1,570 ○ 3,620

○ 2,230 ○ 21,490 21,490 ○ 1,570 1,570 ○ 3,620 3,620

○ 2,230 ○ 20,122 ○ 3,841 ○ 29,029

○ 1,790 ○ 16,320 ○ 21,190 16,960 ○ 1,550 1,240 ○ 3,570 2,860

○ 2,230 ○ 19,178 ○ 1,570 1,525 ○ 3,620 3,620

○ 18,000 ○ 2,550 ○ 6,750

○ 2,230 ○ 21,190 19,826 ○ 1,550 1,376 ○ 3,570 3,565

○ 2,230 ○ 21,190 ○ 6,700 ○ 10,290

○ 2,230 ○ 0 ○ 19,850 ○ 1,570 ○ 10,730 10,730

○ 2,230 ○ 20,000 ○ 1,950 ○ 4,600

○ 2,230 ○ 0 ○ 21,225 ○ 2,312 ○ 7,875

○ 2,230 ○ 22,000 ○ 3,000 ○ 7,000

○ 2,230 ○ 20,000 ○ 2,350 ○ 20,000

○ 2,230 ○ 0 ○ 19,495 ○ 1,570

○ 2,230 ○ 20,000 ○ 3,000 ○ 7,000

○ 2,230 2,132 ○ 21,490 20,177 ○ 1,570 1,346 ○ 3,620 3,464

○ 2,230 ○ 20,600 ○ 1,570 1,570 ○ 10,000 10,000

○ 2,230 ○ 21,490 20,317 ○ 1,570 1,384 ○ 3,620 3,620

○ 2,230 ○ 21,190 19,658 ○ 1,550 1,240 ○ 3,570 3,546

○ 2,230 ○ 29,733 ○ 1,570 1,511

通学用品費 通学費 修学旅行費 校外活動費(宿泊を伴わないもの) 校外活動費(宿泊を伴うもの) クラブ活動費



埼玉県 さいたま市

埼玉県 川越市

埼玉県 熊谷市

埼玉県 川口市

埼玉県 行田市

埼玉県 秩父市

埼玉県 所沢市

埼玉県 飯能市

埼玉県 加須市

埼玉県 本庄市

埼玉県 東松山市

埼玉県 春日部市

埼玉県 狭山市

埼玉県 羽生市

埼玉県 鴻巣市

埼玉県 深谷市

埼玉県 上尾市

埼玉県 草加市

埼玉県 越谷市

埼玉県 蕨市

埼玉県 戸田市

埼玉県 入間市

埼玉県 朝霞市

埼玉県 志木市

埼玉県 和光市

埼玉県 新座市

埼玉県 桶川市

埼玉県 久喜市

埼玉県 北本市

埼玉県 八潮市

埼玉県 富士見市

埼玉県 三郷市

該当団体数

都道府県 市町村名

（２）補足事項　その他に○をした場合,費目毎の援助額の内容。その他補足事項

実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他

1 1 0 7 7 7 0 0 0 2 2 0 8 8 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40

・平成28年度予算単価

・通学用品費：１年生を除いて支給
・通学費：通学区域外の特別支援学級に公共交通機関を利用して通学している場合のみ支給

・支給平均額についてはH28予算計上単価

・支給平均額は平成27年度実績による。
・校外活動費（宿泊を伴うもの）については,対象費目はあるが平成27年度実績なし

支給平均額は,平成28年度予算に計上した単価を記入。

・学用品費・通学用品費・校外活動費については,3費目あたり
　1年生 12,990円,2～6年生 15,220円　を支給

・学用品費支給年額（一定額）1年生：12,990円　2～6年生15,220円
・通学用品費及び校外活動費（宿泊なし）については,学用品費に含む

○ 4,440 446 ○ 3,290 3,102

・支給平均額は平成27年度の実績額により記入
・通学用品費（2,230円）は学用品費（11,420円）と合わせて支給
・通学用品費の支給平均額は学用品費と合わせて計上

修学旅行費及び校外活動費（宿泊を伴うもの）については,平成２８年度予算に計上した単価を記入

追加認定の場合は,学用品・通学用品費等は月割で計算

修学旅行費（6年）,宿泊なし（6年）,宿泊あり（5年）は27年度実績による

○ 4,570 3,660 ○ 3,380 2,710

・支給平均額は平成２７年度の実績による
・ただし,校外活動費(宿泊を伴うもの)の支給平均額は,例年限度額まで達している為,平成２８年度の限度額を記入している

・学用品費…1年生は,12,970円

・平均支給額は平成27年度の実績額より記入

・学用・通学用品費：１年11,420円,２～６年13,650円
・H28年度予算計上単価

通学費・・・実績なし

・通学用品費は１年生は支給対象外
・平成２７年度は通学費支給実績なし
・実費支給費目の平均支給額は,平成２７年度の実績により算出

支給平均額は28年度予算額

・支給平均額については,平成28年度予算に計上した単価を記入
・通学用品費は小学校1年生を除く2～6年生に支給

「支給平均額」は,27年度の実績額により記入

支出平均額は,平成27年度実績額により算出した

・新入学児童生徒学用品費等　1年生で4月認定者のみ対象
・通学用品費　4月認定の1年生は対象外
・支給平均額は全て平成27年度実績額から算出

・支給平均額は平成２７年度実績額である
・校外活動費について,途中認定者や低学年は限度額に満たない場合があった

生徒会費 PTA会費 家庭学習費（参考書等購入費）



埼玉県 さいたま市

埼玉県 川越市

埼玉県 熊谷市

埼玉県 川口市

埼玉県 行田市

埼玉県 秩父市

埼玉県 所沢市

埼玉県 飯能市

埼玉県 加須市

埼玉県 本庄市

埼玉県 東松山市

埼玉県 春日部市

埼玉県 狭山市

埼玉県 羽生市

埼玉県 鴻巣市

埼玉県 深谷市

埼玉県 上尾市

埼玉県 草加市

埼玉県 越谷市

埼玉県 蕨市

埼玉県 戸田市

埼玉県 入間市

埼玉県 朝霞市

埼玉県 志木市

埼玉県 和光市

埼玉県 新座市

埼玉県 桶川市

埼玉県 久喜市

埼玉県 北本市

埼玉県 八潮市

埼玉県 富士見市

埼玉県 三郷市

該当団体数

都道府県 市町村名

実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他

0 0 0 10 10 10 52 52 1 2 2 0 9 9 9 0 0 2 0 0 0 7 7 7 56 56 0 0 0 0 9 9 9 49 49 3 8 8 0 1 1 1 1 1 0 28 28 0 33 33 33 1 1 1

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 39,860 ○ 61,310

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 47,000 ○ 49,903

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 57,000

○ 21,708 ○ ○ 22,900 ○ 2,172 ○ 60,633 ○ 60,302

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 57,590 57,290

○ 22,320 ○ ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 60,000

○ ○ 7,510 5,051 ○ 23,550 ○ ○ 50,623

○ 26,820 ○ 23,550 ○ ○ 57,590 57,590

○ 24,550 22,743 ○ 4,500 0 ○ 23,550 23,550 ○ ○ 57,590 56,476

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 62,500

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 57,590 56,526

○ 22,320 22,320 ○ 23,550 23,550 ○ 2,230 2,230 ○ 60,000

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 57,590

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 57,590 57,590

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 57,608

○ 17,860 ○ 7,510 6,010 ○ 18,840 ○ 1,790 ○ 0 ○ 57,290 45,840

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 48,789

○ 26,790 ○ 4,300 4,165 ○ 23,550 ○ 55,000

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 57,290 54,620

○ 22,320 ○ 4,500 3,500 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 57,290

○ 22,320 ○ 7,510 2,800 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 30,000 ○ 58,500

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 60,000

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 0 ○ 60,208

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 58,000

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 55,000

○ 22,320 ○ 7,510 3,328 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 42,000 ○ 54,153

○ 22,320 ○ 5,000 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 55,000

○ 22,320 21,526 ○ 23,550 23,550 ○ 2,230 2,125 ○ 57,590 54,835

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 55,900

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 57,590 51,165

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 57,290 51,947

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 52,185

通学用品費

（１）費用毎の援助額

学用品費 体育実技用具費 新入学児童生徒学用品費等 通学費 修学旅行費

２．中学校の就学援助の額の単価（一人当たり年間支給額）



埼玉県 さいたま市

埼玉県 川越市

埼玉県 熊谷市

埼玉県 川口市

埼玉県 行田市

埼玉県 秩父市

埼玉県 所沢市

埼玉県 飯能市

埼玉県 加須市

埼玉県 本庄市

埼玉県 東松山市

埼玉県 春日部市

埼玉県 狭山市

埼玉県 羽生市

埼玉県 鴻巣市

埼玉県 深谷市

埼玉県 上尾市

埼玉県 草加市

埼玉県 越谷市

埼玉県 蕨市

埼玉県 戸田市

埼玉県 入間市

埼玉県 朝霞市

埼玉県 志木市

埼玉県 和光市

埼玉県 新座市

埼玉県 桶川市

埼玉県 久喜市

埼玉県 北本市

埼玉県 八潮市

埼玉県 富士見市

埼玉県 三郷市

該当団体数

都道府県 市町村名

（２）補足事項　その他に○をした場合,費目毎の援助額の内容。その他補足事項

実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
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給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他
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○ 2,270

・平成28年度予算単価

○ 2,270 ○ 6,010 5,270

・通学用品費：１年生を除いて支給
・通学費：通学区域外の特別支援学級に公共交通機関を利用して通学している場合のみ支給

○ 2,270 2,270 ○ 6,100 6,100

・支給平均額についてはH28予算計上単価

○ 2,180 1,743

・平成27年度の実績額で回答
・体育実技用具費は３年間に１回支給し,平成27年度の一人当たりの支給額は3,475円

○ 2,270 2,199 ○ 6,100 0

・支給平均額は平成27年度実績による。
・校外活動費（宿泊を伴うもの）については,対象費目はあるが平成27年度実績なし

○ 3,400 ○ 3,400

・柔道：実費（上限7,510円）,剣道：実費（上限51,940円）,スキー：実費（上限37,340円）
・支給平均額は,平成２８年度予算に計上した単価を記入。

○ ○ 6,100 6,100

・学用品費・通学用品費・校外活動費については,3費目あたり
　1年生 24,590円(2,236円*10ヶ月,2,230円*1ヶ月),2～3年生 26,820円(2,439円*10ヶ月,2,430円）を支給
・体育実技用具費,修学旅行費は平成２７年度の実績額

○ ○ 6,100 6,100

・学用品費支給年額（一定額）1年生：24,590円　2～6年生26,820円
・通学用品費及び校外活動費（宿泊なし）については,学用品費に含む

○ 2,270 1,966 ○ 6,100 6,010 ○ 5,300 3,127 ○ 4,070 3,866

・支給平均額は平成27年度の実績額により記入
・通学用品費（2,230円）は学用品費（22,320円）と合わせて支給
・通学用品費の支給平均額は学用品費と合わせて計上

○ 2,270 ○ 6,100 3,700
修学旅行費及び校外活動費（宿泊を伴うもの）については,平成２８年度予算に計上した単価を記入

○ 2,270 1,167 ○ 6,100 6,100

○ 2,270 2,270 ○ 6,100 6,100

○ 2,270 ○ 6,100 ○ 1,610

○ 2,270 2,270 ○ 6,100 6,100 ○ 2,400 2,400
・追加認定の場合は,学用品・通学用品費等は月割で計算

○ 4,248 ○ 41,195
修学旅行費（２，３年）,宿泊なし（１年）,宿泊あり（１,２年）は27年度実績による

○ 2,240 1,800 ○ 6,010 4,810 ○ 29,600 3,000 ○ 5,450 4,360 ○ 4,190 3,360

○ 2,270 1,286 ○ 6,100 5,419

支給平均額は平成２７年度の実績による

○ 4,000 ○ 7,000 ○ 2,300

・学用品費…1年生は,24,560円

○ 2,240 1,457 ○ 6,010 6,010

・平均支給額は平成27年度の実績額より記入

○ 7,390 ○ 25,720

・学用・通学用品費：１年22,320円,２～３年24,550円
・H28年度予算計上単価

○ 2,270 ○ 23,980 19,000

○ 2,200 ○ 13,000

○ 2,416 ○ 31,758

・通学用品費は１年生は支給対象外
・平成２７年度は通学費支給実績なし
・実費支給費目の平均支給額は,平成２７年度の実績により算出

○ 3,500 ○ 10,000
支給平均額は28年度予算額

○ 2,700 ○ 36,000 ○ 700

・支給平均額については,平成28年度予算に計上した単価を記入
・通学用品費は中学校2.3年生に支給

○ 2,270

・「支給平均額」は,27年度の実績額により記入しました
・「通学費」は,27年度実績なし

○ 4,000 ○ 7,000

○ 2,270 1,800 ○ 6,100 5,800
支出平均額は,平成27年度実績額により算出した

○ 2,270 2,270 ○ 10,000 10,000

○ 2,270 2,270 ○ 6,100 6,100

○ 2,240 1,689 ○ 6,010 5,899

・新入学児童生徒学用品費等　1学年で4月認定者のみ対象
・通学用品費　4月認定の1年生は対象外
・支給平均額は全て平成27年度実績額から算出

○ 2,270 2,081 ○ 6,100 6,010

・支給平均額は平成２７年度実績額である
・校外活動費（宿泊を伴わないもの）は特別支援学級の遠足が限度額に満たなかった
・校外活動費（宿泊を伴うもの）はスキー教室のため限度額まで満額支給である

生徒会費 PTA会費 家庭学習費（参考書等購入費）校外活動費(宿泊を伴うもの) クラブ活動費校外活動費(宿泊を伴わないもの)
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貸付け

生活保
護の基
準額に
一定の
係数を
掛けた
もの（生
活保護
の基準
額が変
わると
自動的
に要件
が変わ
るもの）

生活保
護の基
準額に
一定の
係数を
掛けた
もの（生
活保護
の基準
額を参
照して
額を定
めてい
るもの）

特別支
援教育
就学奨
励費の
需要額
測定に
用いる
保護基
準額に
一定の
係数を
掛けた
もの

市区町
村民税
（所得割
又は均
等割）課
税最低
限度額
に一定
の係数
を掛け
たもの
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学校納付
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状態の悪
い者，昼

食，被服等
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または学

用品，通学
用品等に

不自由して
いる者等で
保護者の
生活状態
がきわめ

て悪いと認
められるも

の

経済的
な理由
による
欠席日
数が多
い者

保護者
の職業
が不安
定で，
生活状
態が悪
いと認
められ
る者

部署名 電話番号 ウェブサイト

ア イ ウ

児童扶
養手当
の支給

保護者
が職業
安定所
登録日
雇労働

者

PTA会
費，学
級費等
の学校
納付金
の減免
が行な
われて
いる者

個人の
事業税
の減免

固定資
産税の
減免

目安額
（年額）

基準根拠

ソ，タ又はチに○をした場合，係数（倍率），基
準根拠及び目安額

係数
（倍率）

エ オ カ キ ク

係数
（倍率）

目安額
（年額）

ケ コ サ シ ス テセ ソ タ チ ツ
ツに○をした場
合、市町村民税
課税最低限度額
に掛ける係数（倍
率）及び目安額

埼玉県 蓮田市 生涯学習部子ども支援課 048-768-3111

http://www.city.hasuda.saitama.jp/k
odomo/kosodate/teate/shugakuenjo
/nyugakujunbikin.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.5 課税所得 前年度 380 15%未満

埼玉県 坂戸市 坂戸市教育委員会　学校教育課 049-283-1718 http://www.city.sakado.lg.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 その他 当該年度 353

【課税所得等の分類】特別支援教育就学奨励費の需要
額算定に用いる保護基準額

15%未満

埼玉県 幸手市 学校教育課 0480-43-1111(内線634)

https://www.city.satte.lg.jp/ka/kyou
iku-iinkai/gakkou/simin-
benrityou/syuugaku-enjo/syuugaku-
enjo.htm ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.2 課税所得 前年度 266

校長または福祉事務所長若しくは民生委員が就学援助を必要と
すると認めた者

20%未満

埼玉県 鶴ヶ島市 教育委員会学校教育課 049-271-1111 http://www.city.tsurugashima.lg.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 3年前の年度 317

・失業等により収入が著しく減った者,生計を共にする家庭に病気
療養中の者がいる者,災害を受けた者等特別の事情のある者

15%未満

埼玉県 日高市
日高市教育委員会　教育部　学校教育
課 042-989-2111(内線5523) http://www.city.hidaka.lg.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 3年前の年度 290 15%未満

埼玉県 吉川市
吉川市教育委員会　教育総務課　管理
係 048-984-3565

http://www.city.yoshikawa.saitama.j
p/sp/index.cfm/25,420,155,815,html ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 前年度 290

生計を一にする世帯全員の前年の総所得金額,退職所得金額及
び山林所得金額の合計額から都道府県民税及び市町村民税の
課税に当たって所得控除された社会保険料,生命保険料及び損
害保険料の額を控除した額に１２分の１を乗じて得た額（小数点
未満切り捨て）が生活保護法に基づく前年度生活保護基準額に
より次のとおり算定した額以下である者　[生活扶助（第１類・第２
類）+期末一時扶助+教育扶助基準（基準額・学校教育費）+住宅
扶助（国庫基準）+障害者加算]×1.3

10%未満

埼玉県 ふじみ野市 学校教育課 049-220-2084 http://www.city.fujimino.saitama.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 3年前の年度 357
失業中等

15%未満

埼玉県 白岡市 白岡市教育委員会教育部教育指導課 0480(92)1111 http://www.city.shiraoka.lg.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.5 課税所得 当該年度 355 10%未満

埼玉県 伊奈町 教育委員会　教育総務課 048-721-2111
http://www.town.saitama-
ina.ig.jp/0000000392.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.2 その他 前年度 355

【課税所得等の分類】特別支援教育就学奨励費の需要
額算定に用いる保護基準額

10%未満

埼玉県 三芳町 学校教育課 049-258-0019
http://www.town.saitama-
miyoshi.lg.jp/index.html ○ ○ 1.3 課税所得 3年前の年度 334

児童扶養手当を受給している世帯は生活保護の1.50倍

15%未満

埼玉県 毛呂山町 学校教育課 049-295-2112

http://www.town.moroyama.saitama.
jp/www/contents/1463981967601/i
ndex.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 その他 3年前の年度 316

【課税所得等の分類】特別支援教育就学奨励費の需要
額算定に用いる保護基準額

15%未満

埼玉県 越生町 越生町教育委員会学務課学務担当 049-292-3121 http://www.town.ogose.saitama.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 前年度 310 15%未満

埼玉県 滑川町 教育委員会事務局 0493-56-6907
http://www.town.namegawa.saitama.
jp/townsman/kyoiku/kyoiku04.htm ○ 1.3 その他 3年前の年度 300

【課税所得等の分類】特別支援教育就学奨励費の需要
額算定に用いる保護基準額（総所得金額から,所得控除
（社会保険料,生命保険料,地震保険料）を引いた額）

10%未満

埼玉県 嵐山町 こども課 0493-62-0823 http://www.town.ranzan.saitama.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 当該年度 240 15%未満

埼玉県 小川町 学校教育課 0493-72-1221 http://www.town.ogawa.saitama.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 3年前の年度 316 15%未満

埼玉県 川島町 教育総務課　学校教育グループ 049-299-1730
http://www.town.kawajima.saitama.j
p ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3

給与収入
（税引き前） 前年度 335 15%未満

埼玉県 吉見町 教育総務課 0493-54- 7807
http://www.town.yoshimi.saitama.jp/
section_kyouiku_syuugakuenjyo.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 その他 3年前の年度 310

(1)　事故や災害により,家屋等が滅失または甚大な被害を受けた
時
(2)　保護者の死亡,病気や障害により,所得が著しく減少したとき
(3)　解雇等により,所得が著しく減少したとき

総所得金額から,所得控除（社会保険料,生命保険料,地震
保険料）を引いた額
(特別支援教育就学奨励費の算定方式に準じて算定）

10%未満

埼玉県 鳩山町 教育総務課 049-296-1227

http://www.town.hatoyama.saitama.j
p/kosodate/shugaku/kyoikuiin/tetu
zuki/1447296225269.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 当該年度 295 15%未満

埼玉県 ときがわ町 教育委員会　教育総務課 0493-65-1521
http://www.town.tokigawa.lg.jp/form
s/info/info.aspx?info_id=12238 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 前々年度 301 20%未満

埼玉県 横瀬町
横瀬町教育委員会　教育総務グルー
プ 0494-25-0118

http://www.town.yokoze.saitama.jp/
soshiki/kyouiku/jimukyoku/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10%未満

埼玉県 皆野町 教育委員会学校教育担当 0494-62-4563 http://www.town.minano.saitama.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5%未満

埼玉県 長瀞町 教育委員会 0494-66-3113 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.5
給与収入
（税引き前） 前々年度 383 5%未満

埼玉県 小鹿野町 学校教育課 0494-79-1201 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10%未満

埼玉県 東秩父村 東秩父村教育委員会事務局 0493-82-1230
http://www.vill.higashichichibu.saita
ma.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 前年度 302 10%未満

埼玉県 美里町
美里町教育委員会事務局　学校教育
係 0495-76-0204

http://www.town.saitama-
misato.lg.jp/life/educate/s_enjo.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.5 その他 その他 348

ひとり親家庭等医療費受給者
【課税所得等の分類】特別支援教育就学奨励費の需要
額算定に用いる保護基準額
【基準額の時期】平成24年12月末日

10%未満

埼玉県 神川町 学務課 0495-77-2312
http://www.town.kamikawa.saitama.j
p ○ ○ 1.3 その他 その他 288

【課税所得等の分類】特別支援教育就学奨励費の需要
額算定に用いる保護基準額
【基準額の時期】平成24年12月末日

15%未満

埼玉県 上里町 学校教育課 0495-35-1246
http://www.town.kamisato.saitama.j
p ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 当該年度 300 15%未満

埼玉県 寄居町 寄居町教育委員会　教育総務課 048-581-0062 http://www.town.yorii.saitama.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3
給与収入
（税引き前） 前年度 301 15%未満

埼玉県 宮代町 教育推進課学校教育担当 0480-34-1111
http://www.town.miyashiro.saitama.j
p/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 3年前の年度 331 15%未満

埼玉県 杉戸町 学校教育課 0480-33-1111 http://www.town.sugito.lg.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 3年前の年度 319 15%未満

埼玉県 松伏町 松伏町教育委員会　教育総務課 048-991-1864 ○ 1.3 課税所得 その他 316

生活保護基準額は平成25年8月以前のものとしていま
す。

20%未満



都道府県 市町村名

埼玉県 蓮田市

埼玉県 坂戸市

埼玉県 幸手市

埼玉県 鶴ヶ島市

埼玉県 日高市

埼玉県 吉川市

埼玉県 ふじみ野市

埼玉県 白岡市

埼玉県 伊奈町

埼玉県 三芳町

埼玉県 毛呂山町

埼玉県 越生町

埼玉県 滑川町

埼玉県 嵐山町

埼玉県 小川町

埼玉県 川島町

埼玉県 吉見町

埼玉県 鳩山町

埼玉県 ときがわ町

埼玉県 横瀬町

埼玉県 皆野町

埼玉県 長瀞町

埼玉県 小鹿野町

埼玉県 東秩父村

埼玉県 美里町

埼玉県 神川町

埼玉県 上里町

埼玉県 寄居町

埼玉県 宮代町

埼玉県 杉戸町

埼玉県 松伏町

ケに○をした場合,その内容

ア イ ウ エ オ カ キ ク ケ

教育
委員
会の
ウェブ
サイト
に掲
載

自治
体の
広報
誌等
に記
載

就学
案内
の書
類記
載

入学
時に
学校
で就
学援
助制
度の
書類
配付

毎年
度進
級時
に学
校で
書類
配付

各学
校に
対して
書面
周知

教職
員向
け説
明会
実施

保護
者向
け説
明会
実施

その
他

次年度認定
基準の時期

その他 当該年度・当
初の認定時
期

その他

当該
年度・
追加
認定
の有
無

当該年度・追加認定の時期

実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他

学用品費【基準】 【認定】 体育実技用具費 新入学児童生徒学用品費等

Ⅲ　平成28年度準要保護就学援助額

小学校の就学援助額の単価（一人当たり年間支給額）

（１）項目毎の援助額

Ⅱ　就学援助制度の実施について

貴市区町村における就学援助制度の周知方法(複数回答） 就学援助の認定時期等

就学援助制度の周知方法

○ ○ ○ ○
前年度の11
月 6月初旬 有 随時 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ ○ ○

・学校事務担当者向け説明会を実施
・転入時に就学援助制度の書類を配布
・関係する他課で就学援助制度の書類を配布

その他
特別支援教育就学奨励費の算定方
式に準じて対応。 4月 有

毎月1日,随時。追加認定は2月末申
請まで受付。 ○ 11,420 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ ○ その他 次年度の4月 6月中旬 有

申請のあった月の末に審査し,認定
された場合は翌月分から支給する。
(追加認定は2月末申請まで。) ○ 11,420 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○

就学援助認定を受けた方に対し,12月に翌年度申請
案内及び申請書を郵送

前年度の3月 6月下旬 有 毎月初旬 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ ○
前年度の12
月 3月 有 随時 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ 前年度の3月 6月 有 申請の翌月に認定。 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ ○

就学時健康診断時に就学援助制度の書類を配付し,
説明

前年度の12
月 4月 有 毎月初め,随時 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ ○ ○

・窓口での問い合わせ等に対し,パンフレット「就学援
助のお知らせ」を配付
・市発行の「子育て支援ガイドブック」に制度の案内
を記載 前年度の3月 6月下旬 有

前月末までの申請分を翌月に認定
する。最終受付日は１月２５日。 ○ 11,420 11,013 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ ○

町のホームページに掲載

その他 毎年度見直してはいない 5月中旬 有 随時 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ ○
前年度の12
月 5月下旬 有 申請月の翌月に認定 ○ 11,420 11,420 ○ 20,470 20,470

○ ○ ○ ○ ○ ○
前年度の12
月 3月 有 申請があった月の翌月1日 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○
前年度の12
月 6月下旬 有 随時 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ 前年度の3月 6月中旬 有 随時 ○ 11,420 ○ 26,020 0 ○ 20,470

○ ○ ○ ○
前年度の12
月 6月初旬 有 申請月の翌月に認定 ○ 11,420 ○ 20,470

○
町ホームページに掲載 前年度の12

月 6月中旬 有
4/1以降随時申請があれば,その都
度速やかに追加認定している ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ ○
５月に全児童生徒にリーフレットを配布

その他
国の要保護児童生徒援助費補助金
（学用品費等）予算単価が決定次第 6月下旬 有

申請書の提出のあった日の属する
月（要綱第９条第２項） ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○

入学説明会時に学校で就学援助制度の書類を配布
前年度,制度を利用した保護者へ書類を配布

その他 特に決まった時期はない 4月 有

申請書を受理した月の翌月初日か
らの認定。2月末教育委員会開催前
まで可能。 ○ 11,420 9,237 ○ 20,470 19,226

○ ○ ○ ○ ○ 前年度の3月 5月下旬 有
随時受付
申請月から認定 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○
制度の案内を入学通知書に同封

その他 基本的に基準変更しない 3月 有
随時（毎月下旬開催の教育委員会
にて認定） ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ 前年度の3月 4月 有 毎月 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○
前年度の12
月 5月下旬 有 随時 ○ 11,420 11,420 ○ 20,470 20,470

○

１日入学,入学説明会の際に,就学援助制度の書類を
配布し保護者に説明

その他 必要に応じて 4月 有 随時 ○ 11,420 11,420 ○ 20,470 20,470

○ ○

各学校で開催する１日入学,入学説明会の際に,就学
援助制度の案内を配布

前年度の3月 4月 有 随時 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○

・各学校で開催する入学説明会において,就学援助
制度の書類を配布
・民生委員を通じて周知 前年度の12

月 6月下旬 有 随時 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ その他 特別決まっていない 4月 有 随時,申請月の翌月認定 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ その他 毎年特に基準変更等はしていない 4月 有
月初めに随時。追加認定時期の限
度はない。 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ 前年度の2月 4月 有 毎月15日締め ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ ○ その他 特に決まっていない 6月中旬 有 毎月 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○
前年度の12
月 6月下旬 有 申請月の翌月上旬 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ 前年度の3月 6月下旬 有 当該年度の1月末まで ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ その他 7月中旬 7月 有 随時 ○ 11,420 ○ 20,470



都道府県 市町村名

埼玉県 蓮田市

埼玉県 坂戸市

埼玉県 幸手市

埼玉県 鶴ヶ島市

埼玉県 日高市

埼玉県 吉川市

埼玉県 ふじみ野市

埼玉県 白岡市

埼玉県 伊奈町

埼玉県 三芳町

埼玉県 毛呂山町

埼玉県 越生町

埼玉県 滑川町

埼玉県 嵐山町

埼玉県 小川町

埼玉県 川島町

埼玉県 吉見町

埼玉県 鳩山町

埼玉県 ときがわ町

埼玉県 横瀬町

埼玉県 皆野町

埼玉県 長瀞町

埼玉県 小鹿野町

埼玉県 東秩父村

埼玉県 美里町

埼玉県 神川町

埼玉県 上里町

埼玉県 寄居町

埼玉県 宮代町

埼玉県 杉戸町

埼玉県 松伏町

実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他

通学用品費 通学費 修学旅行費 校外活動費(宿泊を伴わないもの) 校外活動費(宿泊を伴うもの) クラブ活動費

○ 2,230 ○ 21,490 21,490 ○ 1,570 1,570 ○ 3,620 3,620

○ 2,230 2,230 ○ ○ 1,570 1,272 ○ 3,620 690

○ 2,230 2,230 ○ 39,290 ○ 21,490 21,490 ○ 1,570 1,570 ○ 3,620 3,620

○ 2,230 ○ 21,490 21,490 ○ 1,570 1,570 ○ 3,620 3,620

○ 2,230 ○ 21,490 19,736 ○ 1,570 1,164 ○ 3,620 381

○ 2,230 ○ 21,490 ○ 1,570 ○ 3,620

○ 2,230 ○ 19,686 ○ 1,570 1,271 ○ 8,101

○ 2,230 1,943 ○ 20,845 ○ 1,570 1,514 ○ 3,620 3,570

○ 2,230 ○ 21,490 21,490 ○ 1,570 1,570 ○ 3,620 3,620

○ 2,230 2,230 ○ 21,190 ○ 2,000 ○ 18,000

○ 2,230 ○ 21,490 20,789 ○ 1,570 1,570 ○ 3,620 3,620

○ 21,490 21,190 ○ 1,570 1,223 ○ 3,620 2,541

○ 2,230 ○ 21,490 20,000 ○ 1,570 830 ○ 3,620 2,600 ○ 2,710 0

○ 2,230 ○ 21,490 18,997 ○ 1,570 1,570 ○ 3,620 2,300

○ 2,230 ○ 21,190 21,190 ○ 1,550 1,550 ○ 3,570 3,570

○ 2,230 ○ 21,190 21,191 ○ 1,550 1,551 ○ 3,570 3,571

○ 2,230 1,302 ○ 21,490 20,195 ○ 1,550 988 ○ 3,570 160

○ 2,230 ○ 21,490 21,490 ○ 1,570 1,570 ○ 3,620 3,620

○ 2,230 ○ 21,490 18,846 ○ 1,570 1,530 ○ 3,620 2,542

○ 2,230 ○ 21,490 18,759 ○ 1,570 1,570 ○ 3,620 3,620

○ 2,230 2,230 ○ 21,490 18,494 ○ 1,570 1,360 ○ 3,620 2,122

○ 2,230 2,230 ○ 0 ○ 21,490 19,792 ○ 1,570 1,372 ○ 3,620 1,977

○ 2,230 ○ 39,290 0 ○ 21,190 13,976 ○ 1,550 1,550 ○ 3,570 3,570

○ 2,230 ○ 21,190 21,190 ○ 1,550 1,550 ○ 3,570 3,570

○ 2,230 ○ 22,908 ○ 1,570 491 ○ 3,620 2,840

○ 2,230 ○ 20,003 ○ 1,570 1,498 ○ 3,620 1,390

○ 2,230 ○ 17,000 ○ 1,570 ○ 1,979

○ 2,230 ○ 21,490 21,490

○ 2,230 ○ 21,490 21,490 ○ 1,570 1,570 ○ 3,620 3,620

○ 2,230 ○ 21,490 21,490 ○ 1,570 1,570 ○ 3,620 3,620

○ 2,230 ○ 21,490 21,490 ○ 1,570 1,570 ○ 3,620 3,620



都道府県 市町村名

埼玉県 蓮田市

埼玉県 坂戸市

埼玉県 幸手市

埼玉県 鶴ヶ島市

埼玉県 日高市

埼玉県 吉川市

埼玉県 ふじみ野市

埼玉県 白岡市

埼玉県 伊奈町

埼玉県 三芳町

埼玉県 毛呂山町

埼玉県 越生町

埼玉県 滑川町

埼玉県 嵐山町

埼玉県 小川町

埼玉県 川島町

埼玉県 吉見町

埼玉県 鳩山町

埼玉県 ときがわ町

埼玉県 横瀬町

埼玉県 皆野町

埼玉県 長瀞町

埼玉県 小鹿野町

埼玉県 東秩父村

埼玉県 美里町

埼玉県 神川町

埼玉県 上里町

埼玉県 寄居町

埼玉県 宮代町

埼玉県 杉戸町

埼玉県 松伏町

（２）補足事項　その他に○をした場合,費目毎の援助額の内容。その他補足事項

実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他

生徒会費 PTA会費 家庭学習費（参考書等購入費）

○ 1,500

・執行見込額による記入が困難なため,予算に計上した単価を記入しています。
・修学旅行費はかかった費用の一部を支給。1人当たりの単価19,752円で予算を積算しています。

・学用品費,通学用品費は月割りで算出した金額を支給
・修学旅行費,校外活動費（泊あり・なし）は上限額の範囲内でその実費分を支給する
・通学費は実績なし
・新入学児童生徒学用品費等は小1･中1年のみ支給対象
・通学用品費は小1･中1以外の学年が対象であり,4月に認定された児童生徒のみに支給される

・「修学旅行費」,「校外活動費」について平成２７年度の実績額を記入

○ 4,570 ○ 3,380

・平均支給額は,２７年度の実績を基に算出した

○ 2,400 2,400

実費額は28年度予算に計上した単価

支給平均額は,平成２７年度実績

○ 4,570 0 ○ 3,380 2,400

○ 4,570 0 ○ 3,380 3,066

○ 2,400

○ 4,570 0 ○ 3,380 2,695

・支給平均額は,平成27年度の実績額により記入
・生徒会費については,実績なし

○ 4,570 0 ○ 3,380 3,380

支給平均額は平成28年度予算に計上した単価
生徒会費については,対象費目だが支給実績なし

支給平均額は,平成２７年度実績で記入

校外活動費宿泊無し6年（国神）114円　3年生（皆野）1480円

・通学費は近年実績なし

２７年度の実績額の支給平均額

・学旅行費・校外活動費（宿泊を伴うもの・伴わないもの）の支給平均額：平成２８年度予算計上額

支給平均額は27年度の実績額

支給平均額は,平成２７年度の実績により計上

修学旅行費は平成28年度予算計上単価

○ 600 600 ○ 3,290 3,290



都道府県 市町村名

埼玉県 蓮田市

埼玉県 坂戸市

埼玉県 幸手市

埼玉県 鶴ヶ島市

埼玉県 日高市

埼玉県 吉川市

埼玉県 ふじみ野市

埼玉県 白岡市

埼玉県 伊奈町

埼玉県 三芳町

埼玉県 毛呂山町

埼玉県 越生町

埼玉県 滑川町

埼玉県 嵐山町

埼玉県 小川町

埼玉県 川島町

埼玉県 吉見町

埼玉県 鳩山町

埼玉県 ときがわ町

埼玉県 横瀬町

埼玉県 皆野町

埼玉県 長瀞町

埼玉県 小鹿野町

埼玉県 東秩父村

埼玉県 美里町

埼玉県 神川町

埼玉県 上里町

埼玉県 寄居町

埼玉県 宮代町

埼玉県 杉戸町

埼玉県 松伏町

実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他

通学用品費

（１）費用毎の援助額

学用品費 体育実技用具費 新入学児童生徒学用品費等 通学費 修学旅行費

２．中学校の就学援助の額の単価（一人当たり年間支給額）

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 57,590 57,590

○ 22,320 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 2,230 ○

○ 22,320 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 2,230 ○ 79,410 ○ 57,590 57,590

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,270 ○ 57,590 57,590

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 57,590 55,451

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 57,590

○ 22,320 ○ 7,510 3,858 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 51,744

○ 22,320 20,781 ○ 23,550 ○ 2,230 2,055 ○ 58,005

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 57,590 57,590

○ 22,320 22,320 ○ 23,550 23,550 ○ 2,230 2,230 ○ 57,290

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 57,590 50,000

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 57,590 46,544

○ 22,320 ○ 51,940 7,510 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 57,590 45,700

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 57,590 57,590

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 57,290 57,290

○ 22,320 ○ 3,500 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 57,290 57,291

○ 22,320 17,559 ○ 23,550 19,300 ○ 2,230 2,106 ○ 57,290 48,638

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 57,590 57,590

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 57,590 56,765

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 57,590 57,590

○ 22,320 22,320 ○ 23,550 23,500 ○ 2,230 2,230 ○ 57,590 53,771

○ 22,320 22,320 ○ 23,550 23,550 ○ 2,230 2,230 ○ 39,460 ○ 57,590 57,290

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 79,410 0 ○ 57,290 56,531

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 57,290 57,290

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 65,320

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 66,409

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 63,924

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 57,590 57,590

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 57,590 57,590

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 57,590 57,590

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 57,590 57,590



都道府県 市町村名

埼玉県 蓮田市

埼玉県 坂戸市

埼玉県 幸手市

埼玉県 鶴ヶ島市

埼玉県 日高市

埼玉県 吉川市

埼玉県 ふじみ野市

埼玉県 白岡市

埼玉県 伊奈町

埼玉県 三芳町

埼玉県 毛呂山町

埼玉県 越生町

埼玉県 滑川町

埼玉県 嵐山町

埼玉県 小川町

埼玉県 川島町

埼玉県 吉見町

埼玉県 鳩山町

埼玉県 ときがわ町

埼玉県 横瀬町

埼玉県 皆野町

埼玉県 長瀞町

埼玉県 小鹿野町

埼玉県 東秩父村

埼玉県 美里町

埼玉県 神川町

埼玉県 上里町

埼玉県 寄居町

埼玉県 宮代町

埼玉県 杉戸町

埼玉県 松伏町

（２）補足事項　その他に○をした場合,費目毎の援助額の内容。その他補足事項

実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他

生徒会費 PTA会費 家庭学習費（参考書等購入費）校外活動費(宿泊を伴うもの) クラブ活動費校外活動費(宿泊を伴わないもの)

○ 2,270 2,270 ○ 6,100 6,100 ○ 2,000

○ 2,270 712 ○ 6,100 5,260

・執行見込額による記入が困難なため,予算に計上した単価を記入しています。
・修学旅行費はかかった費用の一部を支給。1人当たりの単価49,071円で予算を積算しています。

○ 2,270 2,270 ○ 6,100 6,100

・学用品費,通学用品費は月割りで算出した金額を支給
・修学旅行費,校外活動費（泊あり・なし）は上限額の範囲内でその実費分を支給する
・通学費は実績なし
・新入学児童生徒学用品費等は小1･中1年のみ支給対象
・通学用品費は小1･中1以外の学年が対象であり,4月に認定された児童生徒のみに支給される

○ 2,270 2,270 ○ 6,100 6,100

○ 2,270 1,726 ○ 6,100 3,786
・「修学旅行費」,「校外活動費」について平成２７年度の実績額を記入

○ 2,270 ○ 6,100 ○ 4,570 ○ 4,190

○ 2,270 2,208 ○ 8,597

○ 2,270 2,240 ○ 6,100 6,010

・平均支給額は,２７年度の実績を基に算出した

○ 2,270 2,270 ○ 6,100 6,100 ○ 3,000 3,000 ○ 4,190 4,190

○ 3,000 ○ 26,000

実費額は28年度予算に計上した単価

○ 2,270 2,270 ○ 6,100 0

○ 2,270 1,643
支給平均額は,平成２７年度実績

○ 2,270 1,550 ○ 6,100 5,010 ○ 29,600 29,600 ○ 5,450 1,200 ○ 4,190 2,400

○ 2,270 905 ○ 6,100 6,100 ○ 5,450 0 ○ 4,190 2,750

○ 2,240 2,240 ○ 6,010 6,010

○ 2,240 2,241 ○ 6,010 6,011 ○ 1,800 ○ 2,400

○ 2,240 0 ○ 6,100 6,100 ○ 5,450 1,200 ○ 4,190 2,400

・支給平均額は,平成27年度の実績額により記入
・校外活動費（宿泊を伴わないもの）については,実績なし

○ 2,270 0 ○ 6,100 6,100 ○ 5,450 5,450 ○ 4,190 4,190

支給平均額は平成28年度当初予算に計上した単価
校外活動費（宿泊なし）は対象費目だが,支給実績なし

○ 2,270 887 ○ 6,100 6,010
支給平均額は,平成２７年度実績で記入

○ 2,270 2,270 ○ 6,100 2,816

○ 2,270 2,240 ○ 6,100 1,600

○ 2,270 1,470 ○ 6,100 2,407
・通学費は予算に計上した単価を記入

○ 2,240 2,181 ○ 6,010 0
２７年度の実績額の支給平均額

○ 2,240 2,240 ○ 6,010 6,010

・修学旅行費・校外活動費（宿泊を伴うもの・伴わないもの）の支給平均額：平成２８年度予算計上額

○ 2,270 2,065 ○ 6,100 6,010

支給平均額は27年度の実績額

○ 2,270 2,270 ○ 6,100 6,100

支給平均額は,平成27年度実績により計上

○ 2,270 ○ 5,426

○ 2,270 2,270 ○ 6,100 6,100

○ 2,270 2,270 ○ 6,100 6,100 ○ 2,200 2,200 ○ 4,070 4,070

○ 2,270 0 ○ 6,100 6,100


